
 

健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現物給与について 

食 事（愛知県） 

区分 一日当たり 一か月当たり 

朝食 200 円 6,000 円 

昼食 280 円 8,400 円 

夕食 330 円 9,900 円 

三食 810 円 24,300 円 

住 宅（愛知県） 

１人１か月当り（住居用スペース） 

畳 1 畳につき  １，５６０円 

洋間の場合 

１．６５平方メートル＝１畳 

その他 

時 価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月  額  表 

健保等級 厚年等級 
標準報酬

月額（千円） 
円以上 円未満 

１  ５８  ６３,０００ 

２  ６８ ６３,０００ ７３,０００ 

３  ７８ ７３,０００ ８３,０００ 

４ １ ８８ ８３,０００ ９３,０００ 

５ ２ ９８ ９３,０００ １０１,０００ 

６ ３ １０４ １０１,０００ １０７,０００ 

７ ４ １１０ １０７,０００ １１４,０００ 

８ ５ １１８ １１４,０００ １２２,０００ 

９ ６ １２６ １２２,０００ １３０,０００ 

１０ ７ １３４ １３０,０００ １３８,０００ 

１１ ８ １４２ １３８,０００ １４６,０００ 

１２ ９ １５０ １４６,０００ １５５,０００ 

１３ １０ １６０ １５５,０００ １６５,０００ 

１４ １１ １７０ １６５,０００ １７５,０００ 

１５ １２ １８０ １７５,０００ １８５,０００ 

１６ １３ １９０ １８５,０００ １９５,０００ 

１７ １４ ２００ １９５,０００ ２１０,０００ 

１８ １５ ２２０ ２１０,０００ ２３０,０００ 

１９ １６ ２４０ ２３０,０００ ２５０,０００ 

２０ １７ ２６０ ２５０,０００ ２７０,０００ 

２１ １８ ２８０ ２７０,０００ ２９０,０００ 

２２ １９ ３００ ２９０,０００ ３１０,０００ 

２３ ２０ ３２０ ３１０,０００ ３３０,０００ 

２４ ２１ ３４０ ３３０,０００ ３５０,０００ 

２５ ２２ ３６０ ３５０,０００ ３７０,０００ 

２６ ２３ ３８０ ３７０,０００ ３９５,０００ 

２７ ２４ ４１０ ３９５,０００ ４２５,０００ 

２８ ２５ ４４０ ４２５,０００ ４５５,０００ 

２９ ２６ ４７０ ４５５,０００ ４８５,０００ 

３０ ２７ ５００ ４８５,０００ ５１５,０００ 

３１ ２８ ５３０ ５１５,０００ ５４５,０００ 

３２ ２９ ５６０ ５４５,０００ ５７５,０００ 

３３ ３０ ５９０ ５７５,０００ ６０５,０００ 

３４ ３１ ６２０ ６０５,０００ ６３５,０００ 

３５ ３２ ６５０ ６３５,０００ ６６５,０００ 

３６  ６８０ ６６５,０００ ６９５,０００ 

３７  ７１０ ６９５,０００ ７３０,０００ 

３８  ７５０ ７３０,０００ ７７０,０００ 

３９  ７９０ ７７０,０００ ８１０,０００ 

４０  ８３０ ８１０,０００ ８５５,０００ 

４１  ８８０ ８５５,０００ ９０５,０００ 

４２  ９３０ ９０５,０００ ９５５,０００ 

４３  ９８０ ９５５,０００ １,００５,０００ 

４４  １,０３０ １,００５,０００ １,０５５,０００ 

４５  １,０９０ １,０５５,０００ １,１１５,０００ 

４６  １,１５０ １,１１５,０００ １,１７５,０００ 

４７  １,２１０ １,１７５,０００ １,２３５,０００ 

４８  １,２７０ １,２３５,０００ １,２９５,０００ 

４９  １,３３０ １,２９５,０００ １,３５５,０００ 

５０  １,３９０ １,３５５,０００  

標準報酬月額 

 ５８千円～７８千円は、 

健康保険のみの標準報酬月

額になります。 

 

標準報酬月額が「８８千円」以

下の方と「６５０千円」以上の

方については、健康保険のみで

月額変更に該当する場合が生じ

ます。 

このような方が７月月変に該当

した場合は、日本年金機構分の

み算定基礎届を提出してくださ

い。 

標準報酬月額 

６８０千円～１,３９０千円は 

健康保険のみの標準報酬月額に

なります。 
 

3か月の平均額1,415,000円以上で

あれば 2 等級差がなくても月額変

更に該当します。 

3 か月の平均額 53,000 円未満であ

れば 2 等級差がなくても月額変更

に該当します。 



 

【 添   付   書   類 】 ※事由により相違する場合がございます 
届書名 事由 愛鉄連健康保険組合添付書類 

資 格 取 得 届 

資 格 喪 失 届 

退職後継続再雇用される特例的な取扱い

を行う場合 

「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類及び再雇用されたことがわかる雇用契約書の写し」

又は「事業主の証明」 

◎役員の場合は、役員規程、取締役会の議事録、株主総会の議事録等で役員を退任したこと及び再雇用（再

任）されたことがわかる書類 

取得 時報酬訂正 届 取得時の報酬を訂正する場合 

原則は理由書のみとなります。 
 

ただし、当組合が必要と認めた場合は、上記以外の確認書類をご提出いただく場合がございます。 

取得 年月日訂正 届 取得日を訂正する場合 

喪失 年月日訂正 届 喪失日を訂正する場合 

月額変更報酬訂正届 月額変更届の報酬を訂正する場合 

月額変更改定月訂正届 月額変更届の改定月を訂正する場合 

算定基礎報酬訂正届 算定基礎届の報酬を訂正する場合 

取 得 取 消 届 取得を取り消す場合 

喪 失 取 消 届 喪失を取り消す場合 

月 額 変 更 取 消 届 月額変更が不該当等で取り消す場合 

賞 与 支 払 訂 正 届 金額、日付の訂正をする場合 

      

令和 8年 6 月  
・日本年金機構分の添付書類につきましては、各事業所様にてご確認をお願いいたします。 


